
●定期報告の報告期限

建築設備・防火設備・昇降機

※３回目以降はこの繰り返し

建築設備・防火設備・昇降機の例

※所沢市建築基準法施行細則により、報告期間を設けています。報告期間を設けることに

　よって、定期的に検査をするようにしていますので、報告期間をお守りください。

１年

１年 １年

１年

１年 １年

検査済証交付年月日
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検査済証交付年月日

令和３年３月２８日
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令和５年３月２８日
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